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抄録
東日本大震災後に発生した福島第一原子力発電所事故（以下，原発事故とする．）により，多くの

住民が放射線被ばくを避けるために避難した．避難は，放射線被ばくの恐れが極めて高い地域の住民
が政府や地方自治体の指示により強制的に避難する「強制避難」と，それ以外の区域の住民が自主的
に避難する「自主避難」に分けられる．同じ原発事故が原因で避難しているにも関わらず，自主避難
者に対する支援は手薄で，避難先でも様々な苦難を体験しているが，そのことはほとんど知られてい
ない．本稿では，原発事故による住民の避難に関する混乱と，自主避難者の健康や生活に関する問題
（以下，健康・生活問題）について先行研究の知見を整理すると共に，今後の課題について示唆を得
ることを目的とした．

原発事故発生当時の政府は，段階的に避難指示範囲を拡大したが，住民には避難指示が十分に伝わ
らず，混乱が生じていた．また年間の放射線積算線量が20mSv超と推定されるホットスポットの判明
に伴い，政府は特定避難勧奨地点を指定したが，追加認定を一切認めなかった．結果的に住民の行政
不信が一層助長され，さらなる自主避難者の増加を招いた．

自主避難者に関する研究の多くは，子連れで避難した母親を対象とした「母子避難」が中心であっ
た．自主避難に対して親族からの理解が得られない，自主避難後の母親の心身の不調，父親と会えな
いことを子どもが寂しがるといった問題や夫婦間の不和が生じていた．また二重生活による経済的な
負担も大きく，子どもの進学や住宅支援の打ち切りを契機に福島県へ帰還する者もいた．

一方，妻子を自主避難させ，自身は福島県に残って就労を続けた男性を対象とした研究も行われて
いた．自主避難先と自分の住まいである福島との往来による疲労の蓄積，妻子の自主避難を誰にも話
せないことによる孤立，心身の健康状態の悪化が報告されていた．また男性が自主避難に対する周囲
からの差別に不安や恐怖を感じていた可能性も示唆されていた．さらに自主避難先での孤立予防の対
策として，母親を対象とした茶話会や交流会が開催されていたが，男性への支援策に関する記述は見
当たらなかった．

今後も自然災害等により，新たな原発事故と自主避難者が発生する恐れがある．原発が設置されて

連載：東日本大震災からの10年―国立保健医療科学院からの発信̶
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I．はじめに

東日本大震災により福島第一原子力発電所事故（以下，
原発事故とする．）が発生してから10年が経過した．原
発事故による放射線被ばくを避けるため，10年以上経っ
た今もなお28,372人の福島県民が県外へ避難している[1]．
避難は，大きく二つに分けられる．一つは政府や地方自
治体の指示に基づき，放射線被ばくの恐れが極めて高い
地域から住民が強制的に避難を余儀なくされる「強制避
難」であり，もう一つはそれ以外の区域の住民が自らの
判断に基づき自主的に避難する「自主避難」である[2]．
この「自主避難」は，当時の国の「原子力発電所等周辺

の防災対策について（防災指針）」に未規定[3]かつ想定
外の概念であった．国は避難の定義を行わないまま，避
難場所の形態ごとに都道府県別の人数を集計したため，
強制避難を余儀なくされた住民と自主避難した住民の人
数を正確に把握することは困難と言われている[4]．

また，2011年 8 月 5 日に「東日本大震災における原子
力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に
係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関す
る法律」（通称：原発避難者特例法）が可決成立・施行
[5]され，避難指示区域を中心とした福島県内13市町村
から避難した住民が，元の自治体に住民票を残したまま
行政サービスを受けられるようになった．しかし，自主

いる地域やその周辺自治体は自主避難者に対する支援策について平時に協議・検討し，備えておく必
要があると考えられる．

キーワード：福島第一原子力発電所事故，孤立，放射線被ばく，自主避難

Abstract
When the Great East Japan Earthquake triggered the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident (the 

“Fukushima nuclear accident”), many residents evacuated to avoid radiation exposure. Two types of evac-
uation occurred: “forced evacuation,” in which residents living in the area of high-level radiation exposure 
were forcibly evacuated under the orders of the national or local government, and “voluntary evacuation,” in 
which residents living outside of the forced evacuation area voluntarily evacuated. Although these residents 
evacuated due to the same disaster, the support provided to the voluntary evacuees was inadequate, and 
little is known about the hardships they experienced. Thus, the purpose of this study was to explore the 
confusion regarding the evacuation of residents after the Fukushima nuclear accident and the problems vol-
untary evacuees experienced in their health and daily life to present suggestions for future disasters.

In the aftermath of  the Fukushima nuclear accident, the national government gradually expanded the 
evacuation area. However, the residents did not understand this expansion and were confused. Hot spots 
were identified in which the annual accumulated radiation dose was estimated to exceed 20 mSv. The na-
tional government designated specific recommendations for evacuation areas without certifying any exter-
nal areas. This led to more voluntary evacuations and increasing distrust in the government. 

Most studies examining this issue have focused on mothers who voluntarily evacuated with their chil-
dren and reported a lack of understanding about voluntary evacuation among their relatives due to the gov-
ernment’s assurances of safety, maternal physical and mental issues, the loneliness of children who were 
unable to see their fathers, and marital discord. The economic burden of living a double life was also found 
to be significant. Some of these evacuees returned to Fukushima when their children were admitted to 
school or when the residential support policy ended. 

Several other studies focused on fathers who continued working in Fukushima after their wives and chil-
dren voluntarily evacuated. The accumulation of fatigue from traveling back and forth between the evacua-
tion area and Fukushima, the isolation caused by keeping their families’ voluntary evacuation secret, and the 
worsening of their physical and mental health were reported. These men might have felt anxiety and a fear of 
discrimination for their voluntary evacuation. Additionally, while tea ceremonies and meetings were held to 
prevent the isolation of mothers at the evacuation site, there were no support measures in place for men.

Another nuclear accident will likely occur in the future due to prior disasters, and voluntary evacuations 
will again take place.  Therefore, local governments and those that are responsible for nuclear power plants 
should discuss and prepare support measures for voluntary evacuees under normal conditions.

keywords: Fukushima nuclear accident, isolation, radiation exposure, voluntary evacuation
(accepted for publication, July 6, 2021)
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避難者はこの法律の対象外であった．つまり，同じ原発
事故が原因で避難しているにも関わらず，自主避難者に
対する支援は強制避難した住民よりも手薄となってお
り，受け入れ先の自治体の首長や担当者の考えの相違に
より，利用できる行政サービスや支援に差が生じていた
[6]．このため，2012年 6 月12日に「東京電力原子力事故
により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守
り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進
に関する法律」（通称：子ども・被災者支援法）が議員
立法により可決成立・施行され，被災者が移動前の地域
に居住する権利，避難する権利，移動前の地域へ帰還す
る権利を認めることが謳われた[7]．しかし，子ども・
被災者支援法の制定後も，自主避難者は避難先で様々な
苦難を体験していることが報告されている[8-10]が，そ
のことは十分に知られていない．

そこで本稿では，原発事故による住民の避難に関連す
る混乱と，自主避難者の健康や生活に関する問題（以下，
健康・生活問題）について先行研究の知見を整理すると
共に，今後の課題について示唆を得ることを目的とした．

II．原発事故による住民の避難に関連する混乱

『東京電力福島原子力発電所における事故調査・検
証委員会の最終報告』によると，震災発生当日の2011
年 3 月11日の夕方，福島県災害対策本部は，通常の原子
力防災訓練と同様に，原発から半径 2 km 圏内の大熊町
及び双葉町の居住者等に対して避難指示を要請した[11]．
しかし，当時の国際原子力機関が示す予防的措置範囲は，
原発から半径 3 kmと定められており，国の原子力安全
委員会の「原子力施設等の防災対策について」でも原発
から半径 10kmを重点的な対策の充実が必要な地域と定
めていたため，官邸は21時23分に半径 3 kmの住民等の
圏外避難と，半径 3 ～10km圏内の屋内退避指示を出し
た[11]．しかし，後の調査によると原発事故の情報は住
民の約 2 割にしか伝わっておらず，避難場所がわからな
かった住民も約 5 割に上ることが明らかにされており，
官邸の指示は住民の迅速な避難行動にはつながらなかっ
たと結論づけられている[12]．

また， 1 号機の原子炉格納容器圧力の異常上昇やベン
トが未実施であることが判明し，政府は翌12日の朝 5 時
44分に半径10km圏内の居住者等にも避難指示を拡大し
た．しかし，後に行われた調査では，この時も住民は避
難に有益な情報や事故の進展について十分な情報を知ら
されていなかったことが明らかとなっている[13]．同日
午後15時36分に 1 号機原子炉建屋が爆発したため，政府
は夜になって避難指示区域をさらに半径20km圏内に拡
大した[11]．さらに，避難時の住民等の放射線被ばくの
リスクを考慮し，3月15日には原発から半径20～30km圏
内を屋内退避区域とする指示を発表した[11]．このよう
に段階的に避難指示範囲が拡大されたが[14]，結果的に
着の身着のままで複数回の避難移動を余儀なくされた者，

線量の高い地域へ移動してしまった者，半径20～30km
圏内の住民に対する長期間の屋内避難指示や自主避難指
示による混乱， 4 月まで避難指示が出されず結果的に放
置された格好になった地域が続発した形になり[11]，福
島県民の間には国や福島県に対する行政不信が高まった
[15]．

原発事故から約 1 か月後，政府は避難区域を 3 つに区
分する発表を出した[16]． 1 つ目は原発から20km圏内で
例外なく立ち入りを禁止する「警戒区域」である[17]．2
つ目は事故発生から 1 年の期間内に積算線量が20mSv
に達するおそれのある区域のうち，原発から20km圏内
の周辺の「計画的避難区域」である[17]．（この 2 つの
避難区域のうち，特に年間積算線量が50mSvを超える
地域を「帰還困難区域」，年間積算線量が20mSvを超え
るおそれがあり，50mSvを超えない地域を「居住制限区
域」と呼んで区別している．） 3 つ目は原発から半径20～
30kmの屋内退避区域の「緊急時避難準備区域」である．
これらの区域の住民は復興公営住宅に入居し，月額 1 人
10万円の避難慰謝料等を受け取った[17]．しかし，風向
きや地形によってこれら以外の地域でも年間の積算線量
が20mSvを超えると推定される「ホットスポット」の点
在が判明したため，政府は 6 月に急遽「特定避難勧奨地
点」を指定し，線量調査の結果によって世帯ごとに避難
を認める方針を発表した[18]．これら以外の地域でも線
量上昇が生じていたが，国は追加認定をしなかったため，
住民の行政不信は一層助長され，さらなる自主避難者の
増加を招いた[19]．

また，原発から半径20～30km圏内の区域のうち，緊
急時避難準備区域・計画的避難区域に設定されなかった
地域は「屋内退避区域」[17]，原子力損害賠償紛争審査
会が定めた中間指針追補において定められた地域は「自
主避難等対象地域」と定められた[20]．しかし，これら
の区域から自主避難した者は，復興公営住宅への入居が
認められていなかったため，避難先の自治体が確保した
災害救助法に基づく応急仮設住宅や，借り上げ民間賃貸
住宅を生活拠点とすることになった[21]が，避難先の自
治体によって，住まいの確保やその後の住居支援策の打
ち切りの時期に差が生じていた [22]．さらに，国は2015
年に復興を加速化させるため，2017年 3 月末で帰宅困難
区域以外の避難指示を解除する方針を発表した[23]．福
島県もその直後，自主避難者に対する応急仮設住宅の無
償提供を国と同時期に打ち切ることを表明した[24]．つ
まり，自主避難者は明確な避難指示が出されなかったた
め，自宅以外の場所へ避難するかどうかを自ら判断せざ
るを得なかっただけでなく，自宅へ帰還するかどうかに
ついても自らの判断を迫られることになった [10]．

III．母子避難に関する研究

自主避難者に関する研究の多くは，子どもの放射線被
ばくを恐れ，子連れで避難した母親を対象とした「母子
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避難」に焦点を当てたものであった[8]．避難区域外の
住民には避難指示が出されなかったが，放射線量を自分
たちで測定してみたら政府や自治体が発表している線量
よりもはるかに高値で，政府や自治体の出す情報に不信
感を持ったことが避難を決断したきかっけとなっていた
[25, 26]．また，国が一般住民の被曝許容放射線量を年
間1mSvから20mSvに引き上げたという報道に疑問を抱
き，母親自身が調べた結果，放射線被ばくの危険性が以
前から指摘されていたことを知り，親として子どもの健
康を守らなければならないのに「後手に回ってしまっ
た」ことを悔やみ，避難を決断した者もいた[27]．

母子避難を選択した母親からは，近隣住民や親族，友
人といった身近な人から放射線の健康被害のリスクや避
難の必要性について，理解や賛同が得られなかったこと
が複数の研究で明らかにされていた[28-31]．当時の政府
は，放射線の人体への影響について「ただちに健康に影
響はない」と力説していたため，その説明をある程度受
け入れている人達からは，自主避難を希望する母親は「裏
切者」，「過敏な人」[28]，「ノイローゼ」と見なされて
いた [29]．また，年老いた親を残して自主避難する場合
には，自分の親を「見捨てるような罪悪感」や「後ろめ
たさ」を感じ[28, 30]，自責の念に駆られていた[31]．

また，避難先の地域で馴染もうと努力し，「心地よい
人間関係を構築」しようとする母親 [29]と，避難先で特
別な配慮をされることをかえって負担に感じて，避難者
であることを住民に知られないようにする者に分かれて
いた [32]．見知らぬ土地で母親一人が育児を担うことの
ストレスや体調不良 [32,33,34]といった健康問題だけで
なく，父親と日常的に会えないことを子どもが寂しがる 
[28,32]といった問題も生じており，母親は自主避難した
ことでかえって子どもにストレスを与えてしまっている
ことに対して「申し訳ない」と感じていた [35]．さらに，
福島県で生活する夫や両親，義理の両親から，帰省や会
食の度に「いつ福島へ帰ってくるのか」と聞かれること
を苦痛に感じたり，夫婦間の不和から離婚の危機に直面
するケースもいた[26, 36]．

生活上の問題として，福島で夫が生活している場合
には二重生活による経済的負担の増加を経験していた
[10,30,32]．また，夫が自主避難を契機に仕事を退職し
た場合には，たちまち生活困窮に陥っていた [30]．この
ため，こどもの進学や自主避難先での住宅支援が打ち切
りになった場合[32, 34]に，自主避難を中止し福島県へ
帰還する選択がされていた．一方，自主避難を継続して
いるケースでは，放射線被ばくの健康リスクへの懸念が
極めて強く，危機感を持ち続けていることが影響してい
た[29]．なお，地域での自主避難者の孤立を防ぐための
支援策として，母親が育児の悩みや自主避難の大変さを
共有する茶話会や交流会が開催されていた[32,33,37]．

IV．自主避難した妻子を持つ男性に関する研究

自主避難者に関する研究には，妻子を自主避難させ，
自身は福島県に残って就労を続ける男性を対象としたも
のも散見された[8]．母子避難の研究で示された知見と
同様に，男性も子どもの放射線被ばくを懸念し，一足先
に自主避難した友人や親族から情報収集し，安全な避難
先を探していた[38]．仕事を辞めて妻子と一緒に避難す
るかどうかを悩む者がいた[38]一方，自主避難や放射線
被ばくに対する関心が低く，「妻は気にしすぎ」と考え
ている場合もあった[39]．

自主避難した妻子を持つ男性の健康問題としては，家
族と離れて生活することの精神的苦痛，自主避難先と福
島間を週末往来することによる疲労の蓄積といった心身
の健康状態の悪化が報告されていた[38]．また妻子の自
主避難に際し，自身の退職や転職を迫られたことによる
苦痛や心身の不調も報告されていた[40]．さらに，妻子
が自主避難を継続している男性と，そのことを他人に
隠している男性は，ストレス関連成長とsence of coher-
ence(SOC)が低くなる傾向が認められ，妻子の自主避難
に対する周囲からの差別への不安や恐怖を感じていた可
能性が示唆されていた[41]．くわえて，妻子が自主避難
したことについて否定的な評価をしていた男性も，放射
線に関する情報への不信感と家事負担の増大以外に，妻
子の自主避難について誰にも相談できなかったことを理
由として挙げており，仕事と家庭の板挟みや社会的な孤
立が関連を示していた[42]．

生活上の問題は，母子避難に関する研究と同様に，二
重生活による経済的負担の増加が挙げられていた．経済
的負担は毎月の生活費だけでなく，子どもの制服や学用
品の費用，妻子の自主避難先と福島県を往復するために
かかる交通費，妻子と再会した時の外食費など極めて多
岐にわたっていた[43]．一家の大黒柱として二重生活を
支えられなければ，妻子は福島県に帰還せざるを得なく
なるため，男性は福島県内の実家や社宅へ転居して住居
費を節約したり，実家で食事をして食費を切り詰める努
力をしていた[38]．このため自主避難者に対する重要な
経済支援策として，住宅支援と高速道路通行料の無料化
が挙げられていた[43]．

一方，妻子が自主避難している男性に対する地域での
孤立を防ぐための支援策は，記述が見当たらなかった．
男性は女性よりも不安を表出しづらいと言われている
[44]．また，放射線や自主避難について言及することが
タブー視される状況下[38]で，集団の場で自身の悩みや
困りごとを吐露することは，非常に難しいと考えられる．
このため，妻子が自主避難している男性に対しては，既
存の産業保健や地域保健の個別相談の枠組みを応用する
形[42]で，プライバシーを保護しつつ社会的孤立を予防
するための支援策を講じる必要があると考えられる．



J. Natl. Inst. Public Health, 70 (3) : 2021

吉岡京子

292

V．おわりに

地方自治体は住民がいることで成立しているため，原
発事故によって住民が流出すれば，存亡の危機に直面す
ることになる[2]．日本周辺でマグニチュード6.0以上の
地震が発生する確率は，全世界の20％を占めている[45]．
また，原発は大量の冷却水を必要とするため，その多く
が海沿いに建設されており，活断層の真上に建設されて
いる例もある[46]．このため，今後自然災害等により福
島原発事故と同レベルのシビアアクシデントが発生した
場合，自主避難者が再び多数発生し，今回と同様の辛酸
を嘗めることになる可能性が極めて高い．地方自治体は
原発事故が発生した際の詳細な避難計画や避難訓練のみ
ならず，強制避難者と自主避難者のそれぞれに対して，
どのような支援策を講じる必要があるのかについて，平
時から関係者や住民と協議・検討し，備えておく必要が
ある．

利益相反

なし．
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